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障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第５回（H29.７.21） ヒアリング資料６



１．設立年月日：昭和２１年１１月２３日

２．活動目的及び主な活動内容
看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）の資格を持つ個人が自主的に加入し運営する、
日本最大の看護職能団体。

【主な活動内容】

○ 看護の質の向上

医療安全対策、専門看護師・認定看護師・認定看護管理者の認定、研修や学会の開催等

○ 看護職が働き続けられる環境づくり

看護職員の労働条件、離職率などをはじめとした調査・研究、労働環境改善目標の提案、
看護職の再就業支援、看護職賠償責任保険制度の運営等

○ ニーズに応える看護領域の開発・展開

政策の提言と実現に向けた活動、在宅医療・訪問看護の推進、災害時の支援、国際交流・
協力、広報活動等

３．加盟団体数（又は支部数等）：47都道府県看護協会（法人会員）と連携して活動

４．会員数：約71万人

５．会長：福井 トシ子

公益社団法人 日本看護協会の概要
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平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（概要）
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(1) 医療的ケア児へのサービスの充足

(2) 共生型サービスへの参入のしやすさに配慮した基準の検討

(3) 医療・福祉両面からのサービス調整を可能にする連携・協働の強化

重症心身障害児に該当しない医療的ケア児は、実態も把握されておらず、利用できるサービスが限

られ、サービスの狭間にある。そのため、医療的ケア児とその家族へのサービスの充足が求められて

いる。

① 医療的ケア児への泊まり・通いのサービスの充実

② 障害児者・医療的ケア児の安全・安楽な移動サービスの充実

・障害児者の支援には、医療と福祉の両方の視点を持ったサービスの調整機能が重要である。
・訪問看護師と相談支援専門員の連携・協働によりサービスの質の向上、適正化に繋げる。

障害児者・高齢者の特徴を踏まえ、事業所が共生型サービスに参入しやすくするように、人員・設備・
運営基準等を柔軟に検討する。



(1) 医療的ケア児へのサービスの充足

① 医療的ケア児への泊まり・通いのサービスの充実

【意見・提案を行う背景、論拠】

医療的ケア児の介護者の負担感は強く、断続的な睡眠を余儀なくされている(参考資料1)。特に、
医療的ケア児は、自宅近隣で安心して利用できる泊まり・通いのサービスの確保が難しい現状が
あり(参考資料2)、いつでも安心して利用できるサービスが求められている。

また、医療的ケア児の就学する機会は増えており、関連して終業後のデイサービスへのニーズ
も高まっている(参考資料3)。しかし、放課後デイサービスのうち、医療的ケア児が利用できる事
業所の特徴が判別し難く、利用者がサービスを選択する際に混乱が生じているという声がある。

医療的ケア児が家族と共に地域での生活を継続するためには、家族への十分な支援は必要不
可欠である。一時的に医療的ケア児を預かり、介護者の休息や医療的ケア児の兄弟らの育児時
間等を確保すること、医療的ケア児の育児をしながら就業継続、社会復帰できる支援が必要であ
る。

【意見・提案の内容】

• 医療的ケア児の受け入れのためには、心身の状態を観察し、異常の有無をアセスメ
ントでき、医療行為が実施できる看護職の配置が必要である。看護職を配置している場合には、
報酬上の評価を。

• 施設やサービスを新設するのではなく、看護小規模多機能型居宅介護事業所(参
考資料4)・療養通所介護事業所等の既存の看護師配置のある事業所を自宅近くの泊まり・通
いの場として気軽に活用できるようにする。

• 医療的ケア児が利用できる放課後デイサービスの整備・推進。

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

視点2

視点2・3

視点1 4



(1) 医療的ケア児へのサービスの充足

② 障害児者・医療的ケア児の安全・安楽な移動サービスの充実

【意見・提案を行う背景、論拠】

地域で障害児者が生活していくためには、車での移動が欠かせない。デイサービス等の
送迎に関しても事業者側が、何往復も送迎に要し、移動に関する装具等でも費用負担が大
きい現状がある。

また、医療的ケア児の移動は、移動中の急変対応の必要性があるため、移動サービスの
利用を制限される場合や、看護師が同乗していることがある。

介護者のみ、事業者のみが移動の介助や費用負担等を負うことがないようにしていく必
要がある。安全・安楽に移動ができるようなサービスや装具を充足させることで、障害児者
らのQOLの向上に繋がる。
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平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

【意見・提案の内容】

• 移動に関連する報酬単価の引き上げ。
• 複数名の同時送迎に利用する車等の移動に関する物的・人的資源への補助
の充実。

• 成長・発達や体格の変化に合わせた、かつ、自宅・事業所・移動の間も連続し
て活用できる移動装具の開発・普及。

• 看護師が移動支援、同行援護、行動援護等に携わっている場合は、報酬上
の評価を。

視点2

視点1・2

視点1

視点1・2



(2) 共生型サービスへの参入のしやすさに配慮した基準の検討

【意見・提案を行う背景、論拠】

今般、地域において小児期から看取り期まで同事業所で一環して担うことができる共生
型サービスが推進されている。

療養通所介護事業所においては、重症心身障害児者・医療的ケア児を基準該当サー
ビスで受け入れている。しかし、急な入院・欠席等で毎日定員を満たすことは難しく、人員
配置や経営上苦しい状況にある。

看護小規模多機能型居宅介護事業所は、平成27年より基準該当サービスに認定され
たが、障害福祉サービスへの事業所登録(参入)は多くない。しかし、サービス開始を今後
検討している事業所があると想定される。障害児者・医療的ケア児に対するサービス拡
大のために、看護小規模多機能型居宅介護事業所が、障害福祉サービスに積極的に事
業所登録(参入)できるようにしていく必要がある。

• 障害児者・高齢者の特徴を踏まえ、人員・設備・運営基準等を柔軟なもの
とし、事業所の障害福祉サービスへの参入を促進する。

• 欠席時加算94単位/回の引き上げを検討。

6

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）

【意見・提案の内容】

視点2・3

視点2・3



【意見・提案を行う背景、論拠】

障害児者の支援には、医療と福祉の両方の視点を持ったサービスの調整機能が重
要である。相談支援専門員が基幹相談支援センター等に配置されているが、NICU等
からの退院時には障害福祉サービスの活用に該当しない場合も多く、全ての退院調
整に関与していない現状がある(参考資料5)。

在宅療養を支える訪問看護師と相談支援専門員の連携・協働により対象者と家族を
医療・福祉の両面から捉え、その時々のライフイベント・ライフステージ等も加味した
サービス調整が可能となり、サービスの質の向上、適正化にも繋がる。

【意見・提案の内容】

・ 充足が進んでいる相談支援専門員と医療的な知識・技術を有する看護
職が連携・協働してサービスの調整役を担う。連携・協働している場合は報酬上の
評価を。

• 訪問看護師が相談支援専門員とサービス会議等を持つ場合は、報酬上
の評価を。

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）
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(3) 医療・福祉両面からのサービス調整を可能にする連携・協働の強化

視点3

視点1・2

視点1・2



（参考資料1） 介護者の負担感

8引用：在宅医療及び障がい福祉サービスを必要とする障害児等の地域支援体制構築に係る医療・福祉担当者合同会議 医療的ケア児について



（参考資料2）医療型短期入所事業所を利用してない理由

引用： 平成28年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議 医療的ケアが必要な障害児への支援の充実に向けて 9



（参考資料3)学校において医療的ケアが必要な児童生徒

公立特別支援学校

公立小・中学校

引用：文部科学省初等中等教育局特別支援教育課学校における医療的ケアの必要な児童生徒等への対応について10



（参考資料4）看護小規模多機能型居宅介護事業所

厚生労働省 ホームページより 11



(参考資料5)医療的ケア児の障害福祉サービスの利用状況

引用：在宅医療及び障がい福祉サービスを必要とする障害児等の地域支援体制構築に係る医療・福祉担当者合同会議 医療的ケア児について 12


